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    告     示 

和歌山県告示第993号 

 和歌山県青少年健全育成条例（昭和53年和歌山県条例第36号）第13条第1項の規定により、有害図書等

として、次のものを平成28年8月16日指定した。 

  平成28年8月30日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 

種 別 図  書  等  名 コード番号 発 行 所 名 

コミック 月刊マガジンビーボーイ 9月号 18355-09 リブレ 

コミック 恋愛天国パラダイス 9月号 09675-9 竹書房 

コミック 無敵恋愛エス・ガール 9月号 08577-9 ぶんか社 

コミック drapドラ 9月号 16695-09 コアマガジン 

コミック 恋愛白書パステル 9月号 19625-09 宙出版 

コミック 恋愛チェリーピンク 9月号 12080-9 秋田書店 

コミック シェリプラス 9月号 04321-09 新書館 

コミック ガッシュ 9月号 12467-9 海王社 

コミック ミニシュガー 9月号 18425-09 秋水社 

県 章 

発行 和   歌   山   県 

和歌山市小松原通一丁目 1番地 

毎週火、金曜日発行 和歌山県報
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コミック CIELシエル 9月号 04211-09 KADOKAWA 

雑 誌 実話ナックルズ SPECIAL 2016炎夏特大号 68516-72 ミリオン出版 

月 刊 誌 実話ドキュメント 9月号 15115-9 マイウェイ出版 

月 刊 誌 実話BUNKAタブー 9月号 05375-09 コアマガジン 

雑 誌 アサ芸シークレット Vol.41 20018-9/7 徳間書店 

月 刊 誌 実話ナックルズ 9月号 04877-9 ミリオン出版 

雑 誌 封印映像○禁お宝大流出スペシャル 63806-35 コスミック出版 

雑 誌 封印発禁DX2016 真夏の暴露SP 68516-59 大洋図書 

コミック まんがグリム童話 9月号 08305-9 ぶんか社 

コミック ayaアヤ 9月号 18815-09 宙出版 

雑 誌 エキサイティングマックス!スペシャル Vol.101 02092-9 ぶんか社 

 

 指定理由 

 著しく性的感情を刺激し、著しく粗暴性若しくは残忍性を助長し、又は犯罪若しくは自殺を誘発し、若

しくは著しくこれを助長する等青少年の健全な育成を阻害するおそれがある。 

 

和歌山県告示第994号 

 和歌山県薬物の濫用防止に関する条例（平成24年和歌山県条例第83号）第17条第1項の規定により、知

事指定薬物を次のとおり指定する。 

  平成28年8月30日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 

1 知事指定薬物 

（1）化学名 エチル=2-［1-（4-フルオロベンジル）-1H-インダゾール-3-カルボキサミド］-3-メチルブ

タノアート及びその塩類（通称名EMB-FUBINACA） 

（2）化学名 N-（1-アミノ-1-オキソ-3-フェニルプロパン-2-イル）-1-（シクロヘキシルメチル）-1H-

インダゾール-3-カルボキサミド及びその塩類（通称名APP-CHMINACA、PX-3） 

（3）化学名 3-メトキシ-2-（メチルアミノ）-1-（4-メチルフェニル）プロパン-1-オン及びその塩類

（通称名Mexedrone、4-MMC-OMe） 

2 指定理由 

濫用することにより、興奮等の作用を人の精神に及ぼし、人の健康に被害が生じるため。 

3 施行期日 

平成28年8月30日 

 

和歌山県告示第995号 

 大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号。以下「法」という。）第6条第2項の規定により、大規模

小売店舗の変更の届出があったので、同条第3項の規定により公告する。 

 法第8条第2項の規定により意見を述べようとする者は、「（1）氏名又は名称及び住所並びに法人にあ

っては代表者の氏名（2）連絡先の電話番号（3）大規模小売店舗の名称（4）この公告に係る大規模小売

店舗を設置する者がその周辺の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見」を記載した意見書
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を、本日から4月以内に和歌山県商工観光労働部商工労働政策局商工振興課に到着するように提出するこ

と。 

 なお、提出された意見は法第8条第3項の規定により公告し、縦覧に供する。 

  平成28年8月30日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 

1 大規模小売店舗の名称及び所在地 

ヤマダ電機テックランド和歌山店 

和歌山県和歌山市三葛字北向浜337番地1外4筆 

2 届出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 

株式会社ヤマダ電機 代表取締役 山田昇 

群馬県高崎市栄町1番1号 

3 変更する事項 

駐車場の自動車の出入口の数及び位置 

（変更前）4箇所 店舗敷地駐車場北側2箇所、東側1箇所・隔地駐車場北側1箇所 

（変更後）5箇所 店舗敷地駐車場北側4箇所、東側1箇所 

4 変更年月日 

平成28年8月19日 

5 変更する理由 

来客者の利便性向上のため 

6 届出年月日 

平成28年8月18日 

7 届出の縦覧場所 

和歌山県商工観光労働部商工労働政策局商工振興課（和歌山市小松原通一丁目1番地） 

和歌山市産業まちづくり局産業観光部商工振興課（和歌山市七番丁23番地） 

8 届出の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯 

縦覧期間 平成28年8月30日から平成29年1月4日まで 

時間帯 午前9時30分から午後5時まで 

 

和歌山県告示第996号 

 農地中間管理事業の推進に関する法律（平成25年法律第101号）第18条第1項の規定により、次の土地に

関する農用地利用配分計画を平成28年8月22日に認可した。 

  平成28年8月30日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 

農用地利用配分計画の番号 賃借権の設定等に係る土地の所在及び地番 

平成28年度第44号-1 日高郡日高町荊木字高村56-1外1筆 

平成28年度第44号-2 日高郡日高町小中字大硲456-1外1筆 

平成28年度第45号 日高郡印南町西ノ地字平ノ岡994-3 

平成28年度第46号-1 日高郡由良町門前字山崎坪559-1外1筆 

平成28年度第46号-2 日高郡由良町門前字坊之坪722外2筆 
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和歌山県告示第997号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条第1項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更したので告

示する。 

 この関係図面は、和歌山県県土整備部道路局道路保全課において告示の日から30日間一般の縦覧に供す

る。 

  平成28年8月30日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 

1 道路の種類 一般国道 

2 路線名 371号 

区     間 新旧の別 

敷 地 の 

幅  員 

 

延  長 

 

備     考 

メートル メートル

伊都郡高野町大字高野山字小田

原谷444番5地先から同町大字高

野山字小田原谷438番1地先まで 

旧 
4.48

～

5.27
29.87  

同上 新 
5.27

～
5.88

25.70  

 

和歌山県告示第998号 

 次のように道路の供用を開始するので、道路法（昭和27年法律第180号）第18条第2項の規定に基づき、

告示する。 

 その関係図面は、和歌山県県土整備部道路局道路保全課において告示の日から30日間一般の縦覧に供す

る。 

  平成28年8月30日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 

 道路の種類 一般国道 

 路線名 371号 

 供用開始の区間 伊都郡高野町大字高野山字小田原谷444番5地先から同町大字高野山字小田原谷438番1

地先まで 

 供用開始の期日 平成28年8月30日 

 

和歌山県告示第999号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条第1項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更したので告

示する。 

 この関係図面は、和歌山県県土整備部道路局道路保全課において告示の日から30日間一般の縦覧に供す

る。 

  平成28年8月30日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 

1 道路の種類 県道 

2 路線名 あけぼの広角線 

区     間 新旧の別 

敷 地 の 

幅  員 

 

延  長 

 

備     考 

メートル メートル
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新宮市あけぼの5532番101地先 新 
7.00

～

8.00
67.92  

 

    選挙管理委員会告示 

和歌山県選挙管理委員会告示第103号 

 政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第7条第1項の規定による政治団体の届出事項の異動の届出が

あったので、同法第7条の2第1項の規定に基づき、次のとおり公表する。 

  平成28年8月30日 

和歌山県選挙管理委員会委員長 上 山 義 彦 

政党の支部 

政治団体の名称 代表者の氏名 異動事項 新 旧 
異 動 

年月日 

自由民主党遺族会

和歌山県支部 
森益男 会計責任者 服部康伸 谷内淳 

平成 

28.7.6 

自由民主党和歌山

県宅建支部 
神出直治 会計責任者 武田孝夫 和田靜佳 

平成 

28.8.1 

自由民主党和歌山

県参議院選挙区第

二支部 

鶴保庸介 
主たる事務所の

所在地 

和歌山市太田三丁目7-12

 ヤマイチ第一ビル1F 
和歌山市手平二丁目88-1 

平成 

28.7.29 

 

その他の政治団体 

政治団体の名称 代表者の氏名 異動事項 新 旧 
異 動 

年月日 

日高医師連盟 髙辻幹雄 

代表者 髙辻幹雄 池田明彦 
平成 

28.5.14 
会計責任者 中井寛明 髙辻幹雄 

日本遺族政治連盟

和歌山県本部 
森益男 会計責任者 服部康伸 谷内淳 

平成 

28.7.6 

和歌山県水落敏栄

後援会 
森益男 会計責任者 服部康伸 谷内淳 

平成 

28.7.6 

うじたせいじ後援

会 
岩本謙三 代表者 岩本謙三 吉岡穂積 

平成 

27.12.20 

税理士による岸本

周平後援会 
大西省悟 会計責任者 藤原光男 湯川直樹 

平成 

28.7.23 

和歌山県宅建政治

連盟 
神出直治 

主たる事務所の

所在地 
和歌山市太田143-3 

和歌山市小松原五丁目1

番34号 

平成 

28.8.1 
代表者 神出直治 赤間淳巳 

会計責任者 武田孝夫 和田靜佳 

全国老人保健施設

連盟（和歌山県支

部） 

成尾洋之 政治団体の名称
全国老人保健施設連盟

（和歌山県支部） 
和歌山県介護福祉連盟 

平成 

28.7.1 
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和歌山県選挙管理委員会告示第104号 

 政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第6条第1項の規定による政治団体の設立の届出があったので、

同法第7条の2第1項の規定に基づき、次のとおり公表する。 

  平成28年8月30日 

和歌山県選挙管理委員会委員長 上 山 義 彦 

政党の支部 

 国会議員関係政治団体以外の政党の支部 

政治団体の名称 代表者の氏名 会計責任者の氏名 主たる事務所の所在地 

1以上の市町村等

の区域を単位とし

て設けられる支部 

届出年月日

自由民主党和歌

山県和歌山市第

十四支部 

中村元彦 栗山愼一 和歌山市小雑賀48番地 ○ 
平成 

28.7.25 

 

その他の政治団体 

 国会議員関係政治団体以外の政治団体 

政治団体の名称 代表者の氏名 会計責任者の氏名 主たる事務所の所在地 届出年月日

上村五美後援会 上村五美 上村五美 海南市名高438 
平成 

28.7.15 

高田もりゆき後

援会 
髙田盛行 佐々木和雄 田辺市朝日ヶ丘6-18 

平成 

28.8.1 

谷しげゆき後援

会 
谷恒平 松本昌憲 日高郡美浜町浜ノ瀬298 

平成 

28.8.3 

 

和歌山県選挙管理委員会告示第105号 

 政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第12条第1項の規定による政治団体の収支報告書について、訂

正の報告があったので、同法第20条第1項の規定に基づき、平成26年和歌山県選挙管理委員会告示第116号

（政治団体の収支報告書の要旨）の一部を次のとおり訂正し、公表する。 

  平成28年8月30日 

和歌山県選挙管理委員会委員長 上 山 義 彦 

 別冊の政治団体の収支報告書（平成25年分）の要旨【政党の支部】の表民主党和歌山県第1区総支部の

項中 
 
「 「 経常経費 12,403,520 」を  経常経費 12,401,520 」に、

 
「 「  備品・消耗品費 

  事務所費 

 政治活動費 

2,169,570

1,716,656

15,410,199 」
を

  備品・消耗品費 

  事務所費 

 政治活動費 

2,170,720

1,713,506

15,412,199 」
に、

 
「 「  機関紙誌の発行その他の事業費 5,062,392 」を   機関紙誌の発行その他の事業費 5,064,392 」に、

 
「 「   宣伝事業費 3,047,559 」を    宣伝事業費 3,049,559 」に 
 

訂正し、【その他の政治団体（資金管理団体）】の表周勝会の項中 
 
「 「 経常経費 20,925,753 」を  経常経費 20,926,163 」に、
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「 「  備品・消耗品費 

  事務所費 

 政治活動費 

  組織活動費 

  機関紙誌の発行その他の事業費 

2,455,038

3,415,543

8,150,753

340,917

6,796,306 」

を

  備品・消耗品費 

  事務所費 

 政治活動費 

  組織活動費 

  機関紙誌の発行その他の事業費 

2,456,048

3,414,943

8,150,343

341,767

6,795,046 」

に、

 
「 「   政治資金パーティ開催事業費 3,860,095 」を    政治資金パーティ開催事業費 3,858,835 」に 

訂正する。 

 

和歌山県選挙管理委員会告示第106号 

 政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第12条第1項の規定による政治団体の収支報告書について、訂

正の報告があったので、同法第20条第1項の規定に基づき、平成27年和歌山県選挙管理委員会告示第114号

（政治団体の収支報告書の要旨）の一部を次のとおり訂正し、公表する。 

  平成28年8月30日 

和歌山県選挙管理委員会委員長 上 山 義 彦 

 別冊の政治団体の収支報告書（平成26年分）の要旨【国会議員関係政治団体（政党の支部を除く。）】

の表周勝会の項中 
 
「 「 経常経費 19,059,947 」を  経常経費 19,062,032 」に、

 
「 「  備品・消耗品費 

  事務所費 

 政治活動費 

  組織活動費 

2,038,901

3,075,018

8,031,944

336,112 」

を

  備品・消耗品費 

  事務所費 

 政治活動費 

  組織活動費 

2,041,434

3,074,570

8,029,859

334,027 」

に 

訂正する。 
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